
 
 
 
 
 
 
 

令和８年５月２２日 

法 務 省 

 

 

令和８年度「こどもの人権ＳＯＳミニレター」事業の実施について 

 

 

 

 

 

１ 実施時期：令和８年５月２２日（金）から同年７月３日（金）にかけて、全国の

小・中学校等に「こどもの人権ＳＯＳミニレター」を配布（配布総数

約１，１０１万部） 

 ２ 実施機関：法務局・地方法務局及び都道府県人権擁護委員連合会 

 ３ 実施内容：別紙のとおり 

 

令和８年度「こどもの人権ＳＯＳミニレター」（小学生用） 

 

 

 学校におけるいじめを始め、こどもをめぐる様々な人権問題の解決を図るため、

全国の小・中学校等に「こどもの人権ＳＯＳミニレター」（料金受取人払の便箋兼

封筒・はがき）を配布します。 

 小・中学生から送付されたミニレターには、法務局職員又は人権擁護委員が一通

一通、丁寧にお答えします。 

（問合せ先） 

  人権擁護局調査救済課 三井
み つ い

、今井
い ま い

 

  電話 ０３－３５８０－４１１１（内線２７１５） 

        ０３－３５９２－７６１２（直通） 









1

2

1




	①表紙（解禁後）
	報道発表資料（解禁前）



